
１．異動が令和８年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和９年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

◎届出書が不足する場合は、コピーしていただくか、瑞穂市ホームページ（https://www.city.mizuho.lg.jp：トップページ→様式ダウンロード→税金関係）からダウンロードできます。
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２．一括徴収の場合
　左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

　納入します。
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め
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